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有機中央会講習会テキスト 

有機農産物についての生産行程管理者の認定の技術的基準 第 5版 

 

有機農産物 
及び有機飼料（調製又は選別の工程のみを経たものに限る）についての 

生産行程管理者 
及び外国生産行程管理者 

の認定の技術的基準 

注意点 

－第 5 版－ 

農林水産省告示 1830 号 2005 年 11 月 25 日告示 

告示の原本は、テキスト法令集の通頁 33-34 

 

 

 

有機農産物及び有機加工食品に係る農林水産省登録認定機関登録第１７号 
生産情報公表農産物に係る農林水産省登録認定機関登録第３１号 

福島県特別栽培農産物に係る登録認証機関登録第４号 
国際有機農業運動連盟（ＩＦＯＡＭ）加盟 

特定非営利活動法人日本有機農業生産団体中央会 

CJＯFG(Center of Japan Organic Farmers Group) 

東京都千代田区外神田６－１５－１１ 日東ビル７０３ 

電話 ０３－５８１２－８０５５ ファックス ０３－５８１２－７３７０ 

ホームページ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｕ－ｋｉ．ｏｒ．ｊｐ 
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Ⅰ、有機農産物と有機飼料（農産） 

 １、有機農産物と有機飼料が同じ基準になっているが、有機農産物と有機飼料は別の農

林物資である。したがって、有機飼料の格付は有機農産物の生産行程管理者の認定ではで

きない。 

農産物の種類 必要な認定 

人の食品として扱われる農産物 有機農産物の生産行程管理者 

飼料用として扱われる農産物 有機飼料の生産行程管理者 

  ＊たとえば、有機農産物の生産行程管理者は米を格付できても、藁の格付はできない。 

＊ただし認定の技術的基準が共通しているので、生産行程管理責任者や格付担当者が

共通し、同時に認定審査を受け、同時にふたつの認定を受けることが可能である。 

２、「調製又は選別の工程のみを経たもの」とは、牧草、干草、藁などをはじめサイレー

ジまでのことを指している。加工飼料に該当するものを除くことを示している。 

 

Ⅱ、生産行程管理と格付の違いを正しく理解すること 

 多くの農業生産者が、生産行程管理担当者と格付担当者を兼務している。このため、ふ

たつのことの区別ができず、自己満足的格付の検査によって事故を起こしている例が見ら

れる。 

 ☆生産行程管理担当者としての仕事 

 生産計画をたて、生産を行い、事実にもとづき生産の記録をつける。 

 ☆格付担当者としての仕事 

 生産行程の管理記録ができていることの確認から始まる。「記録の作成と保管の確認、格

付する農産物と記録が一致していることの確認、記録されている生産の方法が基準に適合

しているか否かの確認、基準に適合するものの格付の実施」などの仕事です。 

 兼務していたとしても役割として区別すること。 

 

Ⅲ、言葉を正しく理解すること 

  生産行程管理者（事業者や事業体などの組織であることが基本） 

  生産行程管理責任者（生産行程管理担当者を統括するとともに生産行程管理に責任を

もつ個人） 

  生産行程管理担当者（生産行程の管理を担当する個人） 

  格付責任者（格付担当者を統括し格付業務全体に責任を持つ個人） 

  格付担当者（格付を担当する個人） 
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Ⅳ、認定の技術的基準の内容 

 

認定の技術的基準の構成 

 

一、生産及び保管に係る施設 

二、生産行程の管理又は把握の実施方法 

三、生産行程の管理又は把握を担当する者の資格及び人数 

四、格付の実施方法 

五、格付を担当する者の資格及び人数 

 

一、 生産及び保管に係る施設 

１、生産に係る施設 

1.1 圃場  

ほ場又は採取場が、有機農産物の日本農林規格第４条の表ほ場又は採取場の項の基準に

適合していること。ただし、多年生の牧草を生産する場合にあっては、同項基準の欄１の

(1)の「多年生の植物から収穫される農産物にあってはその最初の収穫前３年以上」とある

のは、「多年生の牧草にあってはその最初の収穫前２年以上」と読み替えるものとする。 

 

1.2 育苗を行う場所 

育苗を行う場所が、有機農産物規格第４条の表ほ場又は採取場の項又は育苗管理の項の

基準に適合していること。 

＜注意＞ 

① 農林規格の育苗の方法の項「周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないよう

に必要な措置を講じ」 

② 認定圃場で行う場合は、とうぜん圃場の条件が適用。 

③ 育苗管理の項では、場所の条件と育苗用土のことが決められている。育苗用土の項

では、過去 3年以上周辺から禁止物質が飛来流入しない地域で採取されるなど、用

土そのものの汚染防止を求めている。 

 

２、保管に係る施設 

 日本農林規格第４条の収穫以後の工程に係る管理の項の基準に従い管理を行うのに支

障のない、広さ、明るさ及び構造を有すること。 

 

  ＊明るさ 

関連法規の規制がある場合は、その規制の遵守。ない場合については、
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作業指示や記録を明瞭に読むことができる、品物を正しく識別できる

など適切に作業ができる明るさを確保できること。 

 

＊ 米や大豆の乾燥調整施設、野菜の選別荷造り施設などは、第４条の収穫以後の工程

に係る管理の項の基準を満たしていなければならない。 

 

二、 生産行程管理の実施 

 

１、生産行程管理責任者の職務。 

 

以下の職務を行わせていること。 

 （１）生産行程の管理又は把握に関する計画の立案及び推進 

（２）外注管理を行う場合にあっては、外注先の選定基準、外注内容、外注手続等当該

外注に関する管理又は把握に関する計画の立案及び推進 

 

＊ 外注管理については、その内容や手順を内部規程等で明確にすることが必要。 

   ＜例＞ 

   育苗の委託 

保管の委託 

乾燥調整を委託 

精米を委託 

荷造り作業を委託 

 

（３）生産行程に生じた異常等に関する処置又は指導 

 

２、内部規程の具体的かつ体系的整備 

 次の事項（表の左欄）について、内部規程を具体的かつ体系的に整備していること。 

 

＜具体的かつ体系的＞ 

① 規程は、作業ができる具体性をもつこと 

② 生産行程のすべてを網羅していること 

③ 定められた６つのことが全部決めてあること 

要求事項 定めるべきこと 

（１）種子又は苗等の入手

に関する事項。 

①使用する種子に関する自分（グループ）の基準 

②苗を購入する場合、選定の基準 
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（２）肥培管理、有害動植

物の防除、一般管理及び育

苗管理に関する事項 

①土作りに関する自分（グループ）の基準 

②肥培管理についての自分の基準。外部購入資材を使用する

場合は、適合資材であるかどうかを判断する手順。（大きい

組織の場合は、使用可能資材リストの作成） 

③病害虫対策の基準や計画 

④雑草対策の基準や計画 

⑤一般管理に該当する資材管理の基準 

  米の比重選の塩（塩や海水は問題ない。硫安など禁止物

質を使用してはならない。） 

ポリエチレンマルチ（使用後は圃場から撤去） 

  紙マルチ（マルチの製造工程で化学的方法や化学物質の

添加がないなどの品質を特定すること） 

  シーダテープ（コットンリンター由来であること） 

  誘引テープ（プラスチックの場合は終了後かたずける）

  圃場での焼却にかかわること（プラスチック類は禁止）

など 

⑥育苗する場合は育苗の基準（場所、用土、肥料、病害対策

など）や計画 

⑦育苗を委託する場合は、委託先の選定基準、委託する内容、

委託先に求める育苗の方法、記録の受け渡しなどの約束（方

法） 

（３）生産に使用する機械

及び器具に関する事項 

①生産に使用する機械器具の管理基準を定めること。管理基

準は、農機具を適正に維持するための整備等の基準と非有

機圃場と併用する場合に機械器具に付着、残留する農薬や

化学肥料、非有機の泥などが有機圃場に持ち込まれないよ

うするために必要な管理方法を定める。その際、リスクの

大きさに応じて、2 度水洗い、水洗い、エアー、簡単な泥

落としなど適切な管理方法を決める。農薬散布機などが有

機と非有機で併用になる場合は、最も注意を要する。また、

並行生産の非有機の栽培体系によってもリスクの程度が異

なるので注意する。 

②機械器具のなかで有機専用と非有機との併用がある場合

は、どれが専用でどれが併用であるかを定める。併用の機

械については区分管理の方法を定める。 

③グループの場合には、清掃や洗浄の合格基準（つまり「き

れい」にしたというときの「きれい」の程度）を明確にし
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ておくことが重要。 

（４）収穫、輸送、選別、

調製、洗浄、貯蔵、包装そ

の他の収穫以後の工程に係

る管理に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

[一口メモ] 

合板類のＪＡＳ規格 

Ｆ☆☆☆☆ 

Ｆ☆☆☆ 

Ｆ☆☆ 

などによって表示される。 

☆が 2 つ以下は人の居住す

るところでは不使用 

農林規格の第４条の収穫以後の工程に係る管理基準を明確に

すること。 

①収穫から、輸送、調製、貯蔵、包装出荷までの各工程で、

有機農産物に非有機農産物が混入しないように管理する基

準。収穫の工程、輸送の工程、調整の工程、貯蔵の工程、そ

れぞれの工程で混入や取違いなどの危険を分析し、混入や取

違い起こさない管理方法を工程ごとに定める。 

②収穫後の管理を行う施設の衛生管理について、物理的方法、

生物の機能を利用した方法などによる管理の基準を決めるこ

と。防虫・防鼠などに薬剤を使用する場合は、農林規格第４

条の収穫後の管理の２―（１）と４の基準を満たすような管

理方法を定める。 

③調製用等資材を使用する場合は、２－（２）の基準を満た

す方法を定める。 

④放射線照射は行わない。 

⑤その他、収穫後の管理施設内で洗浄剤や消毒剤、化学肥料、

農薬、オイル、燃料、有機溶剤などの使用や保管がある場合

は、それらによる汚染を起こさないような管理基準を明確に

する。 

⑥米、茶などにあっては、化学物質の吸着性が強いので合板

類や施設の塗料などに使用される揮発性有害化学物質などに

も注意を払う。 

（５）年間の生産計画の策

定及び当該計画の認定機関

への通知に関する事項 

①年間の生産計画の策定の時期、組織の場合は、策定の手順

などを明確にする。 

②認定機関への提出は、有機中央会の場合は年次調査時の通

知で良い 

（６）生産行程の管理又は把

握の実施状況についての認

定機関による確認等の業務

の適切な実施に関し必要な

事項 

①事実の正しい報告の宣言 

②認定事項の変更があった場合の報告を必ず行うこと。 

③調査に協力すること。 

④改善指摘には、すみやかに応じること。 

＜追加すべきこと＞ 

① 飛散防止などが必要な圃場がある場合は、その圃場の緩衝帯の設置や隣接者との飛

散防止協力など、有機性の維持に重要なことなので、圃場管理などの項を設けて規

程で明確にしておくことが望ましい。 
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② 組織やグループで生産行程管理者を構成する場合は、組織の運営に係る規程をつく

る。 

 

３ 内部規程に従い生産行程の管理又は把握を適切に行い、その管理又は把握の記録及び

当該記録の根拠となる書類を格付した有機農産物又は有機飼料の出荷の日から 1 年以上保

存すること。 

   

  ＜必要なこと＞ 

＊ 内部規程が適切である。 

＊ 関係者に周知されている。 

＊ 適切に実施されている。 

＊ 作成し保管する管理記録を明確にし、保管する。 

＊ 保管すべき根拠書類を明確にし、保管する。 

＊出荷の日から一年ということは、有機農産物の格付のためには有機農産物であ

ることを示す過去の栽培管理記録の保管が必要なため、最低でも 3 年程度の保管

期限になる。保管期間が短くなったわけではない。米では 4 年半くらいになるこ

とがある。 

 

４ 内部規程の適切な見直しを定期的に行い、かつ、従業員に十分周知することとしてい

ること。 

 

 ＜必要なこと＞ 

＊ 規程は毎年必ず見直し、適正な状態で維持すること。 

＊ 従業員への周知の方法、必要な教育訓練の計画や手順を確立していること。ここで

従業員とは、生産行程管理者組織の構成員や家族も含む。（家族が雑草を心配して

除草剤を使ってしまった、なんて事故は周知していないことになる） 

＊ 周知の手順を、内部規程に明記しておくと間違いが少ない。 

 

三 生産行程の管理又は把握を担当する者の資格及び人数 

             （原文は省略してあるので、必要な人は原文にあたること） 

１、生産行程管理担当者 

 資格要件：農業生産の実務経験３年以上など 

 人数：業務を行う適正な人数。 

 

 ＊組織の場合、担当者の配置が適切であることが必要。例えば、大勢の生産者がいて、

ライスセンター、専用の倉庫、精米施設などをもつ米の生産行程管理者などは、それぞれ
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の工程をきちんと管理できる担当者の配置が重要である。 

２、生産行程管理責任者 

 必ず 1人選任。 

 資格要件：農業生産の実務経験 3 年以上など、及び講習会を認定前に受講修了している

こと。 

 

四、格付の実施方法 

 

＜格付とは＞ 

JAS 法第 14 条第２項では、生産物の出荷前に日本農林規格にもとづく格付を行うことを

求めている。しかも、格付は、生産行程を検査して日本農林規格に適合していることを確

認して行うこととしている。 

仮に有機栽培された「ほうれん草」があるとする。そのほうれん草が収穫され、300g の

出荷用の束に荷造りされた。この状態で、このほうれん草はまだ「有機栽培ほうれん草」

とは、言えない。格付担当者により、そのほうれん草の生産行程の管理記録が検査され、

有機農産物の日本農林規格に適合した生産方法であったことが確認され、「有機栽培ほうれ

ん草」とすることが決定されてはじめて、「有機栽培ほうれん草」になる。 

 

１、次に掲げる事項（表の左欄）格付規程を具体的かつ体系的に整備していること。 

 ＜具体的かつ体系的＞ 

① その手順によれば格付ができる具体性をもつこと。 

② すべての工程が網羅されていること。 

③ 定められた５つのことが、全部決めてあること。 

要求事項 定めるべきこと 

（１） 生産行程につい

ての検査に関す

る事項 

 

注意 

生産行程の検査の方法

は、生産管理の方法では

ない。生産管理が適切に

実施されたかを検査す

る方法である。 

①生産行程の検査は、三つのステップを踏む。 

 ア、事実にもとづき生産行程を網羅した適切な管理記録の作成

と保管がなされていることの確認 

 イ、記録と格付する農産物の荷口の照合 

 ウ、記録された生産方法が基準（農林規格）に適合しているこ

との確認（合否の判定） 

②この検査を、生産の作業が終了し、記録が作成され、農産物が

出荷されるまでの間に実施することが必要。 

③この検査は、誰が行うのかを明確にする。 

④生産行程が長い場合は、生産行程を分割して行うことが合理的

なので、工程ごとに①の検査を積み上げ、合格したものを次

の工程に送る方法がある。 
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⑤検査はどこで行うかを明確にしておく。自分の認定施設内で行

うこと。販売先に到着してからではない。 

⑥検査の記録を作成し、保管すること。検査の記録には、緩衝帯

の扱いなど不合品の扱いを含む合否の判定を明確にするこ

と。 

（２）格付の表示に関す

る事項 

①JAS マークの使用方法を明確にする。 

 ア、格付をした後に表示（貼る）する方法（JAS 法第 14 条第２

項の方法） 

 イ、あらかじめ包装資材に印刷しておき、包装後に格付を実施

する方法（JAS 法第 14 条第５項の方法） 

②それぞれの場合の格付の表示をする条件を明確にする。 

 ア、①のアの場合は、検査に合格したもののから格付し、格付

の表示を実施（JAS マークを貼る）すること。不合格なもの

は、格付をしないこと。 

 イ、①のイの場合は、検査に合格したもののみを格付品として

出荷（販売）を許可し（JAS 法第 14 条 6 項への対応）、不合

格品は格付の表示（JAS マーク）を抹消もしくは除去し（JAS

法第 14 条 7 項への対応）、格付の表示や有機表示のない袋に

詰め直すもしくは廃棄するなどのことを明確にする。 

③JAS マーク受払い記録の作成方法を明確にする。最低以下のこ

とを記録できる記録様式を明確にする。 

 ア、作成枚数と作成日 

 イ、使用日と使用数 

 ウ、廃棄やロスの数と発生日 

 エ、在庫数 

④JAS マークの管理の方法（管理責任者、保管の方法、受払い記

録の計算在庫数と実際在庫の定期的な照合などを含むこと）を

明確にする。 

④ 格付の表示のあるダンボールや米袋を再利用する場合

は、格付の表示を抹消又は除去（マスキングを含む）す

ることなどを明確にする（農林物資の容器として再利用

する場合、JAS 法第 19 条では除去又は抹消して使用する

こととされている）。 

⑥製品として出荷する農産物の表示を定めておく。（農林規格第 5

条にもとづく名称、生鮮食料品の品質基準にもとづく原産地、

正しい JAS マーク、包装資材によっては容器包装リサイクル法
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にもとづく材質の識別表示、米を小売する場合は玄米・精米品

質表示基準にもとづく表示） 

（３）格付後の荷口の出

荷又は処分に関する事

項 

①格付後の製品の扱い、非有機農産物との混合や取違いを起こさ

ないような注意事項を明確にしておく。 

②万一有機性を損なった場合は、格付を解除し、表示をはずすこ

とを明確にしておく（JAS 法第 19 条の１２では、格付の表示の

抹消が定められている）。この場合は、原因と格付を解除した

数量など処置の記録を残すこと。 

（４）格付に係る記録の

作成及び保存に関する

事項 

①格付実績記録を作成すること及び作成の方法を明確にする。最

低以下のことを記録できる記録様式も明確にする。 

  何を（作物の名称） 

  いつ（格付日） 

  どのくらい（数、規格、量） 

  誰が検査して格付したか（格付した担当者の名前） 

②保存期間を定めておくこと。 

（５）格付の実施状況に

ついての認定機関による

確認等の業務の適切な実

施に関し必要な事項 

格付実績報告を毎年 6月末までに報告すること 

 

 

など 

＊規程の作成にあたっては、出来合いのモデルを真似しないこと。協同でも良い、

自らの力で理解し、自分で作ること。 

 

２ 格付規程に従い格付及び格付の表示に関する業務を適切に行い、その結果、格付の表

示が適切に付されることが確実と認められること。 

 

  ＜必要なこと＞ 

   ＊格付規程が適切であること。 

   ＊格付担当者が良く理解し、運用できること。 

＊モデルを真似ただけの格付規程では、「格付の表示が適切に付されることが確実と

認められ」ない。 

＊手順に従って現に格付の表示が適正に実施されること 

 

３ 名称の表示が有機農産物にあっては有機農産物規格第５条に定める方法で、有機飼料

にあっては有機飼料の日本農林規格第 5 条に定める方法で適切に行われることが確実と認

められること。 
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 ＜必要なこと＞ 

＊ 自分の出荷する農産物の表示を適切に作成し、実施できること。 

＊ モデルを作成しておくこと 

＊ 有機農産物の場合は、生鮮食料品の品質表示基準、玄米精米品質表示基準も適用に

なるので注意すること。 

 

五 格付を担当する者の資格及び人数（原文は原本にあたること） 

１ 格付担当者 

 資格要件：農業生産の実務経験 3 年以上などと講習会を認定前に修了していること。 

 人数：適正な格付を実施するのに必要な人数。 

    組織の場合は、適切な配置であることが重要。 

 

２ 格付責任者 

 格付担当者が複数置かれている場合には、格付担当者の中から、格付責任者として 1 人

選任されていること。 

 

 

（経過措置） 

３ 有機農産物の日本農林規格（平成 17 年 10 月 27 日農林水産省告示第１６０５号）附則

第２項の規定に基づき格付を行う場合における有機農産物についての生産行程管理者及び

外国生産行程管理者の認定の技術的基準については、なお従前の例による。 

  ＊期限は、2006 年 11 月 25 日まで。もうこれは、ない。 

以上 


